
目

次

告

示

○
令
和
三
年
度
青
森
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
専
決
第
四
号
）
の
要
領
（
財

政

課
）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
二

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
二

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
三

教
育
委
員
会

○
青
森
県
立
郷
土
館
規
則
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqq（
文

化

財

保

護

課
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
令

和
三
年
九
月
八
日
専
決
処
分
し
た
令
和
三
年
度
青
森
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
専
決
第
四
号
）
の
要

領
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
九
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第363号令和３年９月22日 水曜日

第
三
百
六
十
三
号

令
和
三
年九

月
二
十
二
日

（
水
曜
日
）

令和3年度青森県一般会計補正予算（専決第4号）

令和3年度青森県一般会計補正予算（専決第4号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,225,400千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
735,138,021千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入
歳出予算補正」による。

第 1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

5 地 方 交 付 税 215,092,400 536,963 215,629,363
1 地 方 交 付 税 215,092,400 536,963 215,629,363

9 国 庫 支 出 金 133,100,738 1,688,437 134,789,175
2 国 庫 補 助 金 90,687,253 1,688,437 92,375,690

歳 入 合 計 732,912,621 2,225,400 735,138,021

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

7 商 工 費 103,323,173 2,225,400 105,548,573

歳 出



青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
十
九
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

稲
生
薬
局

十
和
田
市
稲
生
町
一
九
の
五

令
和三･
九･
一

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

特
定
非
営
利

活
動
法
人
平

成
謝
恩
会

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
上
明
堂
八
六
の

六

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
就
労
継
続
支

援
Ｂ
型
事
業

所
ｅ
ち
か
ら
上
北
郡
お
い
ら
せ

町
上
明
堂
八
六
の

六

令
和三･
九･一五

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、

（ ）2青 森 県 報 第363号令和３年９月22日 水曜日

1 商 工 費 81,724,445 2,225,400 83,949,845

歳 出 合 計 732,912,621 2,225,400 735,138,021



青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

住

所

名

称

変
更
年
月
日

変
更
前

東
京
都
目
黒
区
三
田
一
丁
目

六
の
二
一

Ｉ
Ｈ
ミ
ー
ト
パ
ッ
カ
ー
株
式
会

社

令
和
三･
四･
一

変
更
後

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
野

崎
一

変
更
な
し

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
広

田
堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
九
月
二
十
二
日

西
北
地
域
県
民
局
長

畑

内

圭

一

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

監

事

〃

菊
池

勲

工
藤
惣
右
衛
門

五
所
川
原
市
大
字
稲
実
字
開
野
二
三
九
の
一

〃

〃

〃

二
四
五
の
二

令
和
三･
五･
六

三･
五･三〇

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

庁

内

一

般

青
森
県
立
郷
土
館

青
森
県
立
郷
土
館
規
則
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
二
十
二
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
立
郷
土
館
規
則
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
立
郷
土
館
規
則
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
号
様
式
、
第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
中
「氏

名
印

」

を
「氏

名

」
に
改
め
、
注
の
２
を
削
り
、
注
の
１
を
注
と
す

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（ ）3 青 森 県 報 第363号令和３年９月22日 水曜日
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
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人
）

青
森
市
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二
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三
丁
目
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七
七
号
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奥
印
刷
株
式
会
社
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発
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定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


